
 

 

 

最初に法務局で変更登記の手続きを行ってください。その後、変更になった登記簿謄本を取得し、税務署

や年金事務所などへ提出する書類に添付します。 

 

スマビで作成した書類 

・株式会社変更登記申請書 

 

［提 出 先］会社の所在地を所轄する法務局 

法務局「所轄のご案内」http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html#name01 

［提出方法］持参又は郵送（各２部（提出用・控用）） 

郵送の場合は、会社の住所・会社名・氏名を宛名書きし、切手を貼った返信用封筒を同封します。 

［提出時期］住所移転日から２週間以内 

［登録免許税］資本金１億円未満の会社は１万円、資本金１億円以上の会社は３万円の収入印紙で納めます。

※収入印紙には割印を押さないでください。 

 

スマビで作成した書類 

・異動届出書（税務署） 

・所得税の納税地の異動に関する届出書・・・代表取締役が個人の確定申告をしている場合 

             

国税庁「国税局・税務署を調べる」http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm 

異動届出書（税務署） 

［提 出 先］会社の本店所在地を所轄する税務署 

［提出方法］持参又は郵送（各２部（提出用・控用）） 

郵送の場合は、会社の住所・会社名・氏名を宛名書きし、切手を貼った返信用封筒を同封します。 

［添付書類］変更後の登記簿謄本（履歴事項全部証明書）、 

［提出時期］速やかに 

 

所得税の納税地の異動に関する届出書 

［提 出 先］代表取締役個人の住所地を所轄する税務署 （確定申告を行っている税務署） 

  新・旧の住所地で所轄する税務署が変わる場合は、それぞれの税務署に提出します。 

［提出方法］持参又は郵送（各２部（提出用・控用）） 

郵送の場合は、会社の住所・会社名・氏名を宛名書きし、切手を貼った返信用封筒を同封します。 

［提出時期］遅滞なく 

提出ガイド 「代表取締役の住所変更」 

法 務 局 

税 務 署 

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html#name01
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm


スマビで作成した書類 

 ・異動届出書（都道府県） 

  ・異動届出書（市町村） 

 

会社の本店所在地を所轄する各（都道府）県税事務所、市町村に提出します。（本店所在地が東京都 23区の場

合は、市町村への提出はありません。） 

（都道府）県税事務所と市町村への提出方法は、税務署へ提出する「異動届出書（税務署）」と同様ですが、各

都道府県や市町村によって、異なる場合がありますのでご確認ください。 

 

スマビで作成した書類 

 ・健康保険・厚生年金保険 事業所関係変更届 

 ・健康保険・厚生年金保険 被保険者住所変更届 

・国民年金第３号被保険者住所変更届・・・・扶養する配偶者がいる場合 

 

［提 出 先］会社（事業所）の所在地※を管轄する年金事務所に提出します。 

※会社（事業所）の所在地とは、実際に事業を行っている事業所の場所（従業員が働いている場所）のこと

をいいます。 

日本年金機構ホームページ「全国の相談・手続き窓口」http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.html 

［提出方法］持参又は郵送（各２部（提出用・控用）） 

郵送の場合は、会社の住所・会社名・氏名を宛名書きし、切手を貼った返信用封筒を同封します。 

［提出時期］住所変更後すみやかに 

［添付書類］登記簿謄本（履歴事項全部証明書） 

 

「国民年金第３号被保険者住所変更届」は従業員が扶養する配偶者が会社（事業所）に提出し、その後、会社（事

業所）が年金事務所に提出することになっています。そのため下記図の箇所は、従業員の扶養する配偶者の記載

欄となりますので、内容確認後、会社（事業所）への提出日、電話番号、押印をお願いしてください。 

 

年金事務所 

配 偶 者 

届 出 欄 

都道府県  

市 町 村 

http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.html

